
第 377回 高浜町教育委員会定例会 会議録（要旨） 

 

 

日時  ： 令和 3年 1月 15日（金）   午前 9時 27分 ～ 午後 2時 46分 

場所  ： 高浜町役場 2階 会議室 1 

出席者 ： 教育長 釣本 眞史     委員  福田 敏弘 

     委員  江川 雅也     委員  濱野 秀子 

     委員  田中 温子 

事務局 ： 局長  的場 均      次長  小林 英文 

次長  堀口 剛      主査  十前 弘典 

 

 

（１）教育長の開会宣告 

 

（２）第 376回高浜町教育委員会（11月定例会）会議録の承認について 

釣本教育長・江川委員・田中委員 

 

（３）議事日程 

第１ 会議録署名委員の指名について 

福田委員・江川委員 

 

第２ 会期の決定について 

        令和 3年 1月 15日から 1月 15日までの 1日間 

 

第３ 委員会の諸事項報告について 

（濱野委員） 令和 2年 12月 17日（木）～ 12月 18日（金） 

       第 35回人権啓発研究集会に参加 

       （三重県津市 → 高浜公民館でのオンライン開催） 

（教育長）  前回の教育委員会以後の主な諸事項を報告 

           （各小中学校の終業式・始業式など） 

 

第４ 議案第 1号 令和 3年度 高浜町一般会計教育関係費当初予算について 

 [事務局が説明 … 可決]  

 

 （江川委員） 学校支援人材配置事業について、全体として人数の増減はあったのか。 

 （事務局）  学習支援員を 1名増員した。 

 

 （福田委員） 小学校姉妹都市交流事業について、前回はコロナ、前々回は外交関係で実

施できなかったが、来年度は実施できるのか。 



 （教育長）  コロナの状況や日韓関係にもよるが、とりあえず予算を確保した。 

 

 （福田委員） 入学・新生活スタート応援給付金について、小学校入学時に 2 万円、中学

校入学時に 3万円、中学校卒業時に 5万円なのか。 

 （事務局）  その予定。中学校卒業時は、進学せず就職する可能性もあるが、卒業時の

3月に給付する。 

 

（江川委員） 小学校施設整備事業は、高浜町公共施設保全計画の今後 40年の計画に基づ

いたものなのか。 

（事務局）  計画に基づき、予算を確保している。 

 

（江川委員） 去年の青郷小視察の時に校長先生が言われていたが、体育館にエアコンを

設置しないのか？ 

（事務局）  県内でも 1校しか設置していないので、現時点では設置する予定はない。 

 

 （福田委員） 防犯カメラの設置は、高小のみなのか。 

 （事務局）  各小中学校すべてに設置する予定。 

 （教育長）  防犯上、校舎の中ではなく、外側に向けて設置する。 

 

（福田委員） 高浜中学校テニスコート新設工事について、高浜保育所の跡地になるとの

ことだが、移転する高浜保育所は、令和 3年度内に完成するのか。 

（事務局）  計画では令和 3 年度中に完成予定。テニスコートを移転する理由は、瑞祥

苑が拡張するためで、移転場所も高浜保育所跡地を計画しているが、まだ

確定ではなく、市街地活性化や町有地有効活用を考慮すると、旧役場跡地

になるかもしれない。教育委員会としては、学校に近い保育所跡地を要望

する。 

予算計上した設計業務委託料には、高浜保育所解体分も含んでいる。 

 

（江川委員） イングリッシュキャンプ参加費補助金について、補助対象の 5 人以上が参

加した場合はどうするのか。 

（事務局）  審査のうえ、5人分の補助金を支出する。 

（江川委員） 今までのオーストラリア海外派遣と同様、10人程度にしてはどうか。 

（事務局）  イングリッシュキャンプは、学校単位で参加していた海外派遣とは違い、

民間の事業に個人で申し込むものなので、5人程度の参加を想定している。 

       募集時の状況を見て、参加者が多ければ補正対応も検討する。 

（教育長）  初年度なのでとりあえず 5 名分を予算化し、効果によっては今後も検討す

る。 

 

 



 （福田委員） 砕導山の調査とあるが、砕導山城跡には何があるのか。 

 （事務局）  基本的には城跡なので建物などは残っていないが、攻められにくい仕掛け

として、入口をわざと狭くしたり、土を盛って高い壁を作ったりと、当時

の土木工事の形跡がある。今は雑草でその形跡がわかりにくい。 

 （福田委員） 草刈りすると、その形跡が分かるのか。 

 （事務局）  今は竹がいっぱい倒れているが、何となく開けた空間があるのはわかる。

草刈りすると、もう少し形状がわかりやすくなると思う。 

 （福田委員） 砕導山城は、逸見昌経が築城したのか。 

 （事務局）  築城は昌経の何代か前だが、昌経も砕導山城にいた。 

城山にある高浜城は、昌経が築城した。 

 （教育長）  史料的な価値があるのか、観光に繋がるのか、現時点では不明だが、足掛

かりとして徐々に整備していきたい。 

 

 （江川委員） 高浜公民館の Wi-fi設置について、他の公民館はどうなっているのか。 

 （事務局）  他の公民館も Wi-fi は設置しているが、館内全体をカバーしているわけで

はなく、ホールの一部が繋がりにくいなどの状況もある。 

 

 （江川委員） 図書購入事業について、昨年度は報償費で計上してあったブックスタート

用品が計上されていないが、消耗品で計上したのか。 

 （事務局）  支出科目を見直したところ、報償ではなく消耗品と判断した。 

 

（江川委員） 郷土資料館管理運営事業で昨年度計上していた文化財専門員は計上しない

のか。 

（事務局）  人件費のパートタイム会計年度任用職員として計上した。 

 

（江川委員） 各スポーツ大会の補助金を計上しているが、このコロナの状況での開催判

断の基準はあるのか。 

       最近、ゲートボール大会の案内が回ってきた時に、区の中で「本当に開催

するのか」という話になった。 

（事務局）  基本的に開催について判断する基準はない。今回のゲートボールは開催す

る予定だが、今後計画している大会については、参加者を募集する前には

判断したい。 

コロナ対策として、大会時間を短縮するなどは検討できるが、各区対抗関係

の大会は、開催が難しいのではと思う。 

例えば、今回のゲートボールの場合は、比較的大会を開催したい人たちが参

加しているが、各区対抗の場合は、区からの動員により無理やり参加する人

もいるので、その人たちからすると、開催について余計に疑問に思っている。 

事務局としても、開催するからには気持ち良い時間を過ごせるよう配慮した

いので、各区単位の枠組みを一度変えてみて、コロナ対策をした上での大会



開催に納得してもらえる人に集まってほしいと思う。 

ただ、各区対抗にした方が、参加チーム数が増えるし、当初の趣旨でもある

地域の親睦を深めることもあるので、そのあたりを含めて、今後の方向性を

検討していきたい。 

 

 （福田委員） 中央球場のソフトボール側のフェンスは、全面改修するのか。 

 （事務局）  フェンスの支柱が錆び、フェンス自体も腐食しているので、応急処置とし

てただの網を張っている状態。 

支柱・土台・基礎がセットになっているので、全面改修となる。 

 

 

       議案第 2号 高浜町立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する 

規則について           [事務局が説明 … 可決]  

 

 （江川委員） 第 39条に評価結果を公表するとあるが、どのように公表するのか。 

 （事務局）  現在、ホームページなどには公表していない。「公表するよう努めるものと

する」という努力目標で、今後、手段を検討していく。 

        ただ、教育委員会には報告しなければならないとなっている。 

 

 

       議案第 3号 高浜町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行 

規則の一部を改正する規則について  [事務局が説明 … 可決]  

 

（福田委員） この規則の改正により、給食費の保護者負担はなくなるが、財源を確保す

るため、給食費自体は現状を反映させて値上げすることになるのか。 

（事務局）  給食費の全体額を把握する必要があり、現状に合わせて値上げする。 

 

 

（４）その他 

 

（江川委員） 以前、若狭地方教育委員連絡協議会で AIドリルの話があり、小テストをす

ることで、誰がどこを間違えたなど弱点がわかるソフトを紹介されたが、

それを学校に導入すれば、教職員の仕事が楽になるのではと思った。費用

対効果など、導入について検討してほしい。 

 （事務局）  その時に説明された NTTの方に、来週 Zoomで説明してもらう予定。その際

は、教職員にも聞いてもらって、導入可能か具体的に検討してもらう。 

 

 

 



❖ 次回の開催日程について 

令和 3年 2月 15日（月） 14時 00分から 

    ❖ 各小中学校の卒業式・入学式について 

       各委員に出席を依頼 

    ❖ 高浜町学校給食センター整備事業検討委員会について 

1月から立ち上げ、視察も含めて 4回程度検討する予定。 

       委員は、行政機関・関係各課・PTA役員・学校関係者 

     

 

（５）教育長の閉会宣告 

 


